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山形県

中山間ふるさと・水と土保全推進事業

事 業 実 施 計 画

中山間ふるさと・水と土保全対策事業



１．事業実施の基本方針

令和７年度

２．事業計画

令和６年度

　 　 　 　 　

16,500 15,000 15,000 15,000 15,000 76,500

8,500 8,000 8,000 8,000 8,000 40,500

13,500

63,000

40,500

総事業費

目標年度

現状と課題

本県では事業制度の創設と同時に県基金を造成し、中山間地域を中心として低下しつつある地域住民活動の活性化を通じ、土地改良施設の有する多面的機能の良好な発揮と、地域
連帯感の新たな醸成や地域コミュニティーの発展向け、全市町村への農村環境保全指導員（以下「指導員」という。）の配置してきたが、関連施策である中山間地域等直接支払制
度及び多面的機能支払制度との一体的な推進を図るため、県委員会として「山形県農村環境保全推進委員会」を設置して助言を受けながら事業に取り組んでおり、指導員を中心と
した保全活動が各地域で展開されている。
　しかし、指導員活動を支えるための市町村基金による地域活動について地域格差が生じており、さらに地域住民とのコミュニケーションや情報提供も不十分な状況にあって、保
全活動が停滞している地域が見られることから、広域的な連携のもとに指導員活動をサポートする体制づくりが当面の課題である。

事業実施の
基本方針

　「やまがた農山漁村元気づくり応援プラン（山形県農業農村整備長期計画：H30.3策定)」においては、「農業・農村を持続的に発展させる生産基盤の強化」、「農業生産が支え
る美しく活力ある農村づくり」を整備計画策定の視点としており、これに沿った計画策定と事業の展開を図るものとし、上記の課題解決に向けて、中山間地域の多面的機能や地域
の取組み、棚田地域の魅力について情報発信の強化に取り組むとともに、指導員･地域住民・都市住民を含めた保全隊員･土地改良区職員･地域おこし団体員等からなる地域ネット
ワークを構築し、指導員活動のサポート体制を整えることを基本とする。

計画後の
目指す姿

地域住民の保全活動に対する意識や都市住民からの理解度が高まり、保全活動への参加者が増加し、行政支援を必要としない「自発的かつ自立した持続的な活動の運営」が定着す
ることを目指しながら、計画期間内においては地域ネットワークが円滑に機能し、指導員活動へのサポートによって保全活動の充実が図られることとする。

事業（取組）名 事業（取組）内容

達成すべ
き目標
との関連

事業実施
要綱上の
該当項目

５ヶ年間の事業(量)内容

地域住民が主体となって地域の課題解決や地域資源の活用、
農村環境の保全に向け議論する住民参加型のワークショップ
手法等を積極的に取り入れ、地域自らが地域の向かうべき姿
を描いた地域の行動計画の策定を支援するとともに、その計
画に基づく事業展開に向けたノウハウの提供等により、地域
づくりの実践を支援する。

①・②
第3-2-(1)
第3-2-(2)
第3-2-(3)

それぞれの地域が有する課題の解決や地域資源を活用した地域の活性化、農村環境の保全等に向けて自らが立ち上がろうとする中山間地域に対
し、地域が必要とするノウハウを有する農村環境保全指導員や県の担当職員等を派遣して地域づくり計画の策定等を支援する。
また、県、市町村、関係者が連携して、地域づくり計画等に基づく効率的な営農に向けたほ場整備や地域資源を活かした事業展開等に向けたノウ
ハウの提供により、５ヶ年で20件（地区）の活力ある地域づくりの実践に結びつける。

中山間地域地域の維
持・活性化に向けた
取組

地域ブロック研修会での事例報告や全国研修会への参加によ
り、活動内容を共有し、自らの活動へフィードバックしてい
くなど、指導員の資質向上を図る。また、指導員の居住地を
主とした活動範囲から、他地域に出向いての活動や他地域か
らの活動参加など、指導員の活動内容を充実させ、活動範囲
を広げる取り組みを支援する。

①・②
第3-2-(2)
第3-2-(3)

農村環境保全指導員の任期を４年としており、５ヶ年で58名の新たな委嘱と更新により保全意識の醸成を図る。地域におけるネットワーク構築を
目指し、農村環境保全指導員・市町村担当者・棚田保全団体・土地改良区等による研修会を実施。

棚田の保全及び地域
の振興

棚田地域が有する国土保全、水資源の涵養、農村原風景の保
全形成等の多面的機能の良好な発揮と、地域住民活動の活性
化を目的として、地域住民団体等が行う棚田地域の保全活動
推進を図るための基本計画策定、またその保全活動を支援す
る。

②

棚田
第3-2-(1)
第3-2-(2)
第3-2-(3)

多面的機能の良好な発揮と地域住民活動の活性化を目的とした棚田地域の保全活動に取り組む地区を５ヶ年で30地区支援する。
「やまがたの棚田」を広く発信し、都市住民等の保全活動への参加促進を図る。また、県内棚田ネットワークの構築と棚田保全活動や販売促進に
係る普及啓発活動を支援する。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

中山間ふるさと・水と
土

保全対策事業
（ふる水と土基金）

計画事業費（千円）

（実績額）（千円）

中山間ふるさと・水と
土

保全推進事業
（棚田基金）

計画事業費（千円）

（実績額）（千円）



３．事業実施の成果目標と実績

４．事業評価と対応

　

①
中山間地域の地域住民活動
による地域の維持・活性化

の実現

活力ある地域づ
くりの実践に取
り組む件数

H28～R2
実績見込

20件
20件 　

保全指導員等の
専門性を活用し
た、他地域への
派遣

H28～R2
実績見込
11地域

20地域

達成すべき目標 指標 基準値 目標値
年度ごとの実績

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
達成度

農村環境保全指
導員の新たな委
嘱による保全意
識の増加

H28～R2
実績
27名

新規
25名 　

棚田資産を活用
した基本計画策
定の取組地区数

H28～R2
実績
6地区

10地区

② 棚田の保全及び地域の振興

棚田資産を活用
した保全活動・
地域活性化の取
組の実施地区数

H28～R2
実績

20地区
20地区

①
中山間地域の地域住民活動
による地域の維持・活性化
の実現

達成すべき目標
事業実績の評価

備考
外部有識者の所見 所見を踏まえた改善方針

② 棚田の保全及び地域の振興 　 　


